
教育委員会定例会日程 

 

平成３０年３月１９日 

 

１ 開 会  

２ 前回会議録の承認  

３ 会議録署名委員の決定  

４ 議事  

日程第１  

   議案第９号  

  史跡小田原城跡調査・整備委員会規則の一部を改正する規則について  

（文化財課） 

日程第２  

   議案第１０号  

  小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規  

則について                      （教育指導課） 

日程第３  

   議案第１１号  

  学校教育法施行細則の一部を改正する規則について    （教育指導課） 

日程第４  

議案第１２号  

  小田原市立小学校及び中学校の通学区域について       （教育指導課） 

日程第５  

 議案第１３号  

  小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について  

                              （教育指導課） 

日程第６  

 議案第１４号  

小田原市学校教育振興基本計画の策定について      （教育総務課） 

 

 



日程第７  

   報告第２号  

  事務の臨時代理の報告（平成３０年３月補正予算）について（学校安全課） 

５ 報告事項  

（１）平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の本市の結果について  

（資料１ 教育指導課）  

（２）小田原市いじめ防止基本方針の改定について   （資料２ 教育指導課）  

（３）学校施設整備（中長期）の考え方について【非公開】（資料３ 学校安全課） 

６ 議案  

  日程第８  

   議案第１５号  

  教育委員会職員の人事異動について【非公開】      （教育総務課） 

７ その他  

８ 閉 会  



議案第９号 

史跡小田原城跡調査・整備委員会規則の一部を改正する規則について 

史跡小田原城跡調査・整備委員会規則の一部を改正する規則について、議決を求

める。 

 

平成３０年３月１９日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

史跡小田原城跡調査・整備委員会規則の一部を改正する規則 

史跡小田原城跡調査・整備委員会規則（平成２５年小田原市教育委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「史跡小田原城跡調査・整備委員会植栽専門部会」を「史跡小田原城

跡保存活用計画策定部会」に改め、同条第２項中「次のとおり」を「史跡小田原城跡保 

保存活用計画の策定に関する事項」に改め、同項各号を削り、同条第４項中「１２人」 

を「９人」に改め、同条第６項中「掌理する」を「掌理し、部会における調査審議の経 

過及び結果を委員会に報告しなければならない」に改める。 

第８条中「委員会」の次に「又は部会」を加える。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



 

史跡小田原城跡調査・整備委員会規則の一部を改正する規則 新旧対照条文 

 

○史跡小田原城跡調査・整備委員会規則（平成２５年小田原市教育委員会規則第３号）（抄） 

 

改  正  後 改  正  前 

（部会） （部会） 

第６条 委員会に、史跡小田原城跡保存活用

計画策定部会（以下「部会」という。）を置

く。 

第６条 委員会に、史跡小田原城跡調査・整

備委員会植栽専門部会（以下「部会」とい

う。）を置く。 

２ 部会が処理する事項は、委員会の所掌事

務のうち、史跡小田原城跡保存活用計画の策

定に関する事項とする。 

２ 部会が処理する事項は、委員会の所掌事

務のうち、次のとおりとする。 

  (1) 史跡小田原城跡の整備における植栽の

取扱いに関する事項 

  (2) 史跡小田原城跡本丸・二の丸植栽管理

計画の短期実施計画に位置付けられた樹木

の取扱いに関する事項 

３ （略） ３ （略） 

４ 部会員の数は、９人以内とする。 ４ 部会員の数は、１２人以内とする。 

５ （略） ５ （略） 

６ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会に

おける調査審議の経過及び結果を委員会に報

告しなければならない。 

６ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

７ （略） 

 

７ （略） 

 

（関係者の出席等） （関係者の出席等） 

第８条 委員会又は部会において必要がある

と認めるときは、その会議に、議事に関係の

ある者の出席を求め、その意見若しくは説明 

第８条 委員会において必要があると認める

ときは、その会議に、議事に関係のある者の

出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、 

参考資料 



 

を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

 

 又は資料の提出を求めることができる。 

 



議案第１０号 

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

について 

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則につ

いて、議決を求める。 

 

平成３０年３月１９日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年小田原市教育委員

会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項第１号を次のように改める。 

(1) 各教科等（小学校にあっては各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間

及び特別活動をいい、中学校にあっては各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特

別活動をいう。）の学年別授業時数 

附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 



 

 

議案１０号 小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

[改正理由] 

 学習指導要領の一部改訂により、小学校道徳が教科となることに伴い所要の整備を行う

ため改正する。 

  

 

[内容] 

１ 教育課程の編成（第６条関係） 

  小学校において、平成３０年度から道徳が特別の教科となることに伴い所要の整備

を行うこととする。 

２ その他 

  規定を整備することとする。 

 

[適用] 

 平成３０年４月１日 

議案説明資料 



 

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

新旧対照条文 

 

○小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年小田原市教育委員会規則第１

号）（抄）（本則関係） 

 

改  正  後 改  正  前 

（教育課程の編成） （教育課程の編成） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 校長は、前項の教育課程を編成したとき

は、学年開始後、速やかに次の事項を教育委

員会に報告しなければならない。 

２ 校長は、前項の教育課程を編成したとき

は、学年開始後、速やかに次の事項を教育委

員会に報告しなければならない。 

(1) 各教科等（小学校にあっては各教科、

道徳科、外国語活動、総合的な学習の

時間及び特別活動をいい、中学校にあ

っては各教科、道徳、総合的な学習の

時間及び特別活動をいう。）の学年別

授業時数 

(2) （略） 

(1) 各教科及び道徳の学年別授業時数 

 

 

 

 

 

(2) （略） 

  

 



議案第１１号 

学校教育法施行細則の一部を改正する規則について 

学校教育法施行細則の一部を改正する規則について、議決を求める。 

 

平成３０年３月１９日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

学校教育法施行細則の一部を改正する規則 

学校教育法施行細則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「規定」を「指定」に、「別表に」を「教育委員会が別に」に、「応じて」を 

「基づき」に改め、同条第３項中「片浦小学校へ」を「片浦小学校に」に、「場合は」を「場合に

は」に改める。 

第１９条中「学校義務」を「就学義務」に改める。 

別表を削る。 

様式第２６号その２、その３、その４及びその５を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第２６号（第２８条関係）その２ 通常学級用 

（指導に関する記録） 

 



  

児 童 氏 名 
 

 

 

行      動      の      記      録 
項 目  学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 項 目  学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

基本的な生活習慣       思いやり・協力       

健康・体力の向上       生命尊重・自然愛護       

自主・自律       勤労・奉仕       

責任感       公正・公平       

創意工夫       公共心・公徳心       

              

総 合 所 見 及 び 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項 

第
１
学
年 

 

第
４
学
年 

 

第
２
学
年 

 

第
５
学
年 

 

第
３
学
年 

 

第
６
学
年 

 

出   欠   の   記   録 
区分 

学年 
授業日数 

出席停止・ 

忌引等の日数 

出席しなければ 

ならない日数 
欠席日数 出席日数 備         考 

１       

２       

３       

４       

５       

６       



  

様式第２６号（第２８条関係）その３ 通常学級用 

小 学 校 児 童 指 導 要 録 抄 本 

学 籍 に 関 す る 記 録 

児 
 

童 

氏 名
フリガナ

 
 性別  学 校 名 及 び 所 在 地 

年   月   日生       

現 住 所  

卒 業 年   月   日       

指導に関する記録（第６学年） 
各 教 科 の 学 習 の 記 録 特 別 の 教 科  道 徳 

教科 
Ⅰ  観 点 別 学 習 状 況 Ⅱ 

評定 

学習状況及び道徳性に係る成長の様子 

観  点 
 

国 
 
 

語 

国語への関心・意欲・態度   

話す・聞く能力   外 国 語 活 動 の 記 録 

書く能力   観点 評価 

読む能力   ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの関心・意欲・態度 

 
言語についての知識・理解・技能   外国語への慣れ親しみ 

   言語や文化に関する気付き 

社 
 
 

会 

社会的事象への関心・意欲・態度     

社会的な思考・判断・表現   総合的な学習の時間の記 録 

観察・資料活用の技能   学習活動 観点 評価 

社会的事象についての知識・理解      

   

算 
 
 

数 

算数への関心・意欲・態度   

数学的な考え方   

数量や図形についての技能   

数量や図形についての知識・理解   

   特 別 活 動 の 記 録 

理 
 
 

科 

自然事象への関心・意欲・態度   内  容 観  点 活動の状況 

科学的な思考・表現   学級活動   

観察・実験の技能   児童会活動   

自然現象についての知識・理解   クラブ活動   

   学校行事   

生 
 

活 

生活への関心・意欲・態度   行 動 の 記 録 

活動や体験についての思考・表現  項  目 行動の状況 

身近な環境や自分についての気付き  基本的な生活習慣  

  健康・体力の向上  

音 
 
 

楽 

音楽への関心・意欲・態度   自主・自律  

音楽表現の創意工夫   責任感  

音楽表現の技能   創意工夫  

鑑賞の能力   思いやり・協力  

   生命尊重・自然愛護  

図
画
工
作 

造形への関心・意欲・態度   勤労・奉仕  

発想や構想の能力   公正・公平  

創造的な技能   公共心・公徳心  

鑑賞の能力     

   総 合 所 見 及 び 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項 

家 
 
 

庭 

家庭生活への関心・意欲・態度    

生活を創意工夫する能力   

生活の技能   

家庭生活についての知識・理解   

   

体 
 
 

育 

運動や健康・安全への関心・意欲・態度    この抄本の記載は、原本と相違ないことを証明する。 

年   月   日 

 

学 校 名 

校 長 氏 名 

運動や健康・安全についての思考・判断   

運動の技能   

健康についての知識・理解   

   

通常学級用 



 

様式第２６号（第２８条関係）その４ 特別支援学級用  

（指導に関する記録） 

  生

活

・

国

語

・

算

数

・

音

楽

・

図

画

工

作

・

体

育

・

特

別

の

教

科

 

道

徳

等 

 
特

別

活

動 

 
自

立

活

動 



 

 



 

様式第２６号（第２８条関係）その５ 特別支援学級用 

小 学 校 児 童 指 導 要 録 抄 本 

学 籍 に 関 す る 記 録 

児 
 

童 

氏 名
フリガナ

 

 性
別 

 学校名及び所在地 

 

年    月    日生  

現 住 所  

卒 業 年    月    日   

指 導 に 関 す る 記 録 （ 第 ６ 学 年 ） 

学 習 の 記 録 

教 
 

 

科 
 

 

等 

生 
 

活 

 
図
画
工
作 

 

国 
 

語 

 
体 
 

育 

 

算 
 

数 

 
特
別
活
動 

 

音 
 

楽 

 
自
立
活
動 

 

特別の
教科 
道徳 

 

総合的
な学習
の時間
の記録 

 

行動の 
記録 

 

総 合 所 見 及 び 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項 

 

 
   この抄本の記載は、原本と相違ないことを証明する。 

年   月   日 
 

学 校 名 
校 長 氏 名 

 

特別支援学級用 



 

附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



 

 

議案１１号 学校教育法施行細則の一部を改正する規則 

 

 

[改正理由] 

 市立の小学校及び中学校の通学区域を定める別表について、住居表示による一覧から地

図よる一覧に改正するための所要の措置を講ずるために改正する。 

 また、学習指導要領の改訂により、小学校道徳が平成３０年度から、特別の教科道徳にな

ることから、第２８条に定める指導要録等の様式を変更するための所要の措置を講ずるた

めに改正する。 

 

[内容] 

 １ 小田原市立小学校及び中学校の通学区域（第５条関係） 

   小田原市立小学校及び中学校の通学区域は教育委員会が別に定めることとする。 

 ２ 別表の廃止（別表関係） 

   通学区域を定める別表を廃止することとする。 

 ３ 指導要録等の様式の変更（第２８条関係） 

   小学校指導要録及び抄本に、特別の教科道徳の記載欄を設けることとする。 

 ４ その他 

   規定を整備することとする。 

 

[適用] 

 平成３０年４月１日 

議案説明資料 



 

学校教育法施行細則の一部を改正する規則 新旧対照条文 

 

○学校教育法施行細則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第３号）（抄）（本則関係） 

 

改  正  後 改  正  前 

（入学期日等の通知及び学校の指定） （入学期日等の通知及び学校の指定） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の指定は、教育委員会が別に定める

市立の小学校及び中学校の通学区域に基づき

行うものとする。 

２ 前項の規定は、別表に定める市立の小学

校及び中学校の通学区域に応じて行うものと

する。 

３ 前項の規定は、保護者から片浦小学校に

就学させようとする旨の申出があった場合に

は、適用しない。 

 

３ 前項の規定は、保護者から片浦小学校へ

就学させようとする旨の申出があった場合

は、適用しない。 

 

（猶予又は免除の願い出） （猶予又は免除の願い出） 

第１９条 就学義務の猶予又は免除について

の願い出は、就学義務の猶予・免除願（様式

第１９号）をもってしなければならない。 

 

第１９条 学校義務の猶予又は免除について

の願い出は、就学義務の猶予・免除願（様式

第１９号）をもってしなければならない。 

 

 別表（第５条関係） 

 小田原市立小学校及び中学校の通学区域 

 １ 小学校通学区域 

 学校名 通学区域 

三の丸小

学校 

栄町一丁目１番～16 番、17 番７号～

39 号、18 番６号～37 号、19 番 栄

町二丁目１番～11 番、12 番１号～15

号、46 号、13 番１号～27 号、59

号、60 号 栄町三丁目１番、10 番１

号、２号、３号の一部、17 号～37



 

号、11 番１号～15 号、20 号～26

号、12 番～14 番、19 番１号、２

号、33 号～41 号 浜町一丁目２番～

４番、９番 19 号～23 号、10 番１号

～17 号、20号～43号 浜町三丁目  

本町一丁目 本町二丁目 本町三丁

目 本町四丁目 城内 南町一丁目 

南町二丁目 南町三丁目 南町四丁

目１番～５番 城山一丁目１番～６

番 51 号、57 号、58 号の一部 城山

二丁目１番７号～20 号、27 番 66 号

～77 号、29 番 城山三丁目１番１号

～20 号、２番～６番、10 番１号～９

号、11 番～31 番 城山四丁目 十字

（1,016 番地を除く。） 板橋 865

番地 

新玉小学

校 

栄町一丁目 17 番１号～６号、18 番

１号～５号、20 番 栄町二丁目 12

番 16 号～45 号、13 番 28 号～58

号、14 番、15 番 栄町三丁目２番～

７番、８番１号～14 号、９番、10 番

３号の一部、４号～16 号、11 番 16

号～19 号、15 番～18 番、19 番３号

～32 号、20番～22番 栄町四丁目  

中町一丁目１番 19 号、２番１号、21

号、22 号 中町三丁目 浜町一丁目

１番、５番～８番、９番１号～18

号、24 号～32 号、10 番 18 号、19

号、11 番～16 番 浜町二丁目 浜町

四丁目 

足柄小学

校 

扇町一丁目 15 番７号～30 号、扇町

二丁目 扇町三丁目 扇町四丁目  

扇町五丁目 扇町六丁目 814 番地～



 

913 番地、1,018 番地 井細田（616

番地を除く。） 多古（391 番地～

393 番地を除く。） 久野 77 番地～

79 番地、81 番地～83 番地、85 番

地、86 番地、138 番地、139 番地、

148 番地、153 番地～161 番地、164

番地、165 番地、169 番地、184 番地

～196 番地、198 番地～212 番地、

247 番地、248 番地の一部、249 番地

～297 番地、299 番地～312 番地、

314 番地～395 番地、402 番地～469

番地、474 番地～619 番地、632 番

地、653 番地、655 番地～660 番地、

667 番地～681 番地、690 番地～692

番地、701 番地～713 番地、726 番

地、732 番地、734 番地～751 番地、

754 番地～765 番地、767 番地～769

番地、789 番地、791 番地～798 番

地、881 番地～886 番地、1,018 番地

～1,029 番地、1,030 番地の一部 

小学

校 

栄町三丁目８番 15 号 中町一丁目９

番、12 番～15 番 城山一丁目６番

52 号～56 号、58 号の一部、59 号～

66 号、７番～31 番 城山二丁目１番

１号～６号、21 号～24 号、２番～26

番、27 番１号～65 号、28 番 城山

三丁目１番 21 号～30 号、７番～９

番、10 番（１号～９号を除く。） 

扇町一丁目１番～14 番、15 番１号～

６号、31号～40号、16番～46番  

緑 荻窪 谷津 池上 井細田 616

番地 久野１番地～76 番地、80 番

地、84 番地、87 番地～137 番地、



 

140 番地～147 番地、149 番地～152

番地、162 番地、163 番地、166 番地

～168 番地、170 番地～183 番地、

197 番地、213 番地～246 番地、248

番地の一部、298 番地、470 番地～

473 番地、620 番地～631 番地、633

番地～652 番地、654 番地、661 番地

～666 番地、687 番地～689 番地、

693 番地～700 番地、1,859 番地～

1,922 番地 

大窪小学

校 

南町四丁目６番～11 番 十字 1,016

番地 板橋（210 番地～362 番地、

865 番地を除く。） 南板橋 風祭  

入生田 水之尾 

早川小学

校 

板橋 210 番地～362 番地 早川 早

川一丁目～早川三丁目 

山王小学

校 

東町一丁目６番～32 番 東町二丁目

～東町五丁目 

久野小学

校 

久野 313 番地、396 番地～401 番地、

682 番地～686 番地、714 番地～725

番地、727 番地～731 番地、733 番

地、752 番地、753 番地、766 番地、

770 番地～788 番地、790 番地、799

番地～880 番地、887 番地～1,017 番

地、1,030 番地の一部、1,031 番地～

1,858 番地、1,923 番地～4,871 番地 

富水小学

校 

扇町六丁目 51 番地～63 番地、914 番

地～917 番地、1,055 番地～1,068 番

地 多古 391 番地～393 番地 

寺 254 番地の一部、255 番地～294 番

地、295 番地の２、315 番地、317 番

地～340 番地、750 番地～758 番地、

760 番地～776 番地、799 番地～807



 

番地、829 番地～1,054 番地 飯田岡

２番地の１、３番地～34 番地、45 番

地の一部、46 番地～72 番地、78 番

地の２、78 番地の 16～18、79 番地

～83 番地、97 番地～111 番地、133

番地～660 番地 堀之内 317 番地～

327 番地 柳新田 42 番地～47 番地、

50 番地の３ 小台１番地～59 番地、

352 番地～358 番地、370 番地～379

番地 新屋 26 番地～39 番地、44 番

地～143 番地、206 番地～212 番地、

263 番地～280 番地、282 番地 府川 

 北ノ窪 清水新田１番地～126 番

地、134 番地の２、135 番地の２、

135 番地の６、136 番地～301 番地   

穴部 穴部新田 

町田小学

校 

中町一丁目１番（19 号を除く。）、

２番（１号、21 号、22 号を除

く。）、３番～８番、10 番～11番  

中町二丁目 寿町一丁目～寿町五丁

目 東町一丁目１番～５番 

下府中小

学校 

中里 鴨宮３番地、４番地の一部、

５番地の一部、６番地～29 番地、36

番地～40 番地、129 番地～143 番

地、147 番地～162 番地、163 番地の

一部、164 番地～233 番地、239 番地

～252 番地、266 番地～286 番地、

303 番地～306 番地、309 番地、310

番地、666 番地の３、666 番地の５、

666 番地の６、666 番地の８ 下新田

262 番地～264 番地 酒匂 924 番地～

944 番地、954 番地～996 番地、

1,040 番地～1,055 番地、1,122 番地



 

～1,129 番地、1,374 番地～1,442 番

地、1,444 番地 前川１番地～245 番

地、1,580 番地～1,595 番地 

桜井小学

校 

曽比 栢山１番地～1,043 番地、

1,077 番地～1,134 番地、1,137 番地

～1,139 番地、1,141 番地～2,143 番

地、2,146 番地～2,148 番地、2,149

番地の１、2,197 番地～2,288 番地、

2,291 番地～2,294 番地、2,338 番地

～2,893 番地、2,911 番地～2,951 番

地、2,996 番地～3,016 番地、3,051

番地、3,054 番地～3,071 番地、

3,301 番地～3,308 番地の１、3,320

番地～3,338 番地、3,563 番地～

3,582 番地、3,595 番地～3,950 番地 

千代小学

校 

別堀 高田 千代 永塚 東大友 

西大友 延清 

下曽我小

学校 

曽我原 曽我谷津 曽我別所 曽我

岸 曽我光海 上曽我 826 番地、998

番地 

国府津小

学校 

国府津一丁目～国府津三丁目 国府

津四丁目（１番１号を除く。） 国

府津五丁目１番～６番、８番１号  

国府津 田島 小八幡三丁目７番 51

号～55 号 小八幡四丁目１番、10 番

１号～８号 小八幡 

酒匂小学

校 

酒匂二丁目 14 番、21 番 酒匂三丁

目 12 番 27 号～34 号 酒匂四丁目～

酒匂六丁目 酒匂七丁目２番～６番 

 小八幡一丁目 小八幡二丁目 小

八幡三丁目（７番 51 号～55 号を除

く。） 小八幡四丁目（１番、10 番

１号～８号を除く。） 



 

片浦小学

校 
石橋 米神 根府川 江之浦 

曽我小学

校 

上曽我（826 番地、998 番地を除

く。） 下大井 鬼柳 曽我大沢 

東富水小

学校 

１番地～253 番地、254 番地の

一部、295 番地の一部、296 番地～

314 番地、316 番地、341 番地～749

番地、759 番地、777 番地～798 番

地、808 番地～828 番地 中曽根 飯

田岡１番地、２番地の２、35 番地～

44 番地、45 番地の一部、73 番地～

77 番地、78 番地の１、78 番地の６

～15、78 番地の 19、78 番地の 21～

23、84 番地～96 番地、112 番地～

132 番地 堀之内１番地～126 番地、

136 番地～209 番地、242 番地～259

番地、260 番地の一部、261 番地の一

部、414 番地～416 番地、436 番地～

439 番地、441 番地～459 番地 栢山

1,044 番地～1,076 番地、1,135 番

地、1,136 番地、1,140 番地 

前羽小学

校 

国府津四丁目１番１号 国府津五丁

目７番、８番（１号を除く。）、９

番～14 番 前川 246 番地～1,579 番

地 羽根尾（425 番地～428 番地、

430 番地の１～３、553 番地～589 番

地を除く。） 中村原 114 番地の

１、142 番地 

下中小学

校 

羽根尾 425 番地～428 番地、430 番地

の１～３、553 番地～589 番地 中村

原（114 番地の１、142 番地を除

く。） 上町 小船 山西 沼代  

小竹 川匂 東ケ丘 



 

矢作小学

校 

下堀 矢作 鴨宮１番地、２番地、

４番地の一部、５番地の一部、163

番地の一部、234 番地～238 番地、

253 番地～265 番地、287 番地～302

番地、307 番地、308 番地、311 番地

～665 番地、666 番地の１、666 番地

の 11、667 番地～905 番地、1,016 番

地～1,040 番地、1,056 番地～1,061

番地 上新田 中新田１番地～22 番

地、243 番地～340 番地、362 番地～

365 番地 下新田 147 番地～153 番

地、162 番地～174 番地、180 番地～

233 番地 飯泉 60 番地～498 番地  

成田 45 番地～48 番地 

報徳小学

校 

堀之内 127 番地～135 番地、210 番地

～241 番地、260 番地の一部、261 番

地の一部、262 番地～316 番地、328

番地～413 番地、417 番地～435 番

地、440 番地 柳新田（42 番地～47

番地、50 番地の３を除く。） 小台

（１番地～59 番地、352 番地～358

番地、370 番地～379 番地を除く。） 

新屋１番地～25 番地、40 番地～43

番地、144 番地～205 番地、213 番地

～248 番地 清水新田 127 番地～134

番地の１、135 番地の１、135 番地の

４、135 番地の５ 栢山 2,144 番

地、2,145 番地、2,149 番地の２、

2,150 番地～2,196 番地、2,289 番

地、2,290 番地、2,295 番地～2,337

番地、2,894 番地～2,910 番地、

2,952 番地～2,995 番地、3,017 番地

～3,050 番地、3,052 番地、3,053 番



 

地、3,072 番地～3,300 番地、3,308

番地の２～3,319 番地、3,339 番地～

3,562 番地、3,583 番地～3,594 番

地、3,951 番地～3,996 番地 

豊川小学

校 

飯泉（60番地～498 番地を除く。） 

 成田（45番地～48番地を除く。） 

 桑原 

富士見小

学校 

南鴨宮一丁目～南鴨宮三丁目 酒匂

一丁目 酒匂二丁目１番～13 番、15

番～20 番、22 番～44 番 酒匂三丁

目１番～11 番、12 番１号～26 号、

13 番～16 番 酒匂七丁目１番 西酒

匂一丁目～西酒匂三丁目 
 

 ２ 中学校通学区域 

 学校名 通学区域 

城山中学

校 

三の丸小学校の通学区域 新玉小学

校の通学区域のうち栄町三丁目２番

～７番、８番１号～14 号、９番、10

番３号の一部、４号～16 号、15 番～

18 番、19 番３号～32 号、20 番～22

番 子小学校の通学区域のうち城

山一丁目６番 52 号～56 号、58 号の

一部、59号～66号、７番～31番  

城山二丁目１番１号～６号、21 号～

24 号、２番～26 番、27 番１号～65

号、28 番 城山三丁目１番 21 号～

30 号、７番～９番、10 番（１号～９

号を除く。） 扇町一丁目１番～４

番、５番１号、６番１号～９号 緑 

 荻窪 392 番地 谷津 片浦小学校

の通学区域 

白鷗中学新玉小学校の通学区域のうち栄町一



 

校 丁目 17 番１号～６号、18 番１号～

５号、20 番 栄町二丁目 12 番 16 号

～45 号、13 番 28 号～58 号、14 番、

15番 栄町三丁目 11番 16 号～19号 

栄町四丁目 中町一丁目１番 19号、

２番１号、21 号、22号 中町三丁目 

 浜町一丁目１番、５番～８番、９

番１号～18 号、24 号～32 号、10 番

18 号、19 号、11 番～16 番 浜町二

丁目 浜町四丁目 山王、町田各小

学校の通学区域 

白山中学

校 

足柄小学校の通学区域 子小学校

の通学区域のうち栄町三丁目８番 15

号 中町一丁目９番、12 番～15 番 

扇町一丁目５番２号～23 号、６番 10

号～47 号、７番～14 番、15 番１号

～６号、31 号～40 号、16 番～46 番 

 荻窪（392 番地を除く。） 池上 

 井細田 616 番地 久野 久野小学

校の通学区域 

城南中学

校 
大窪、早川各小学校の通学区域 

鴨宮中学

校 

下府中小学校の通学区域 矢作小学

校の通学区域 豊川小学校の通学区

域のうち飯泉 

千代中学

校 

千代、下曽我、曽我各小学校の通学

区域 豊川小学校の通学区域のうち

成田 桑原 

国府津中

学校 
国府津小学校の通学区域 

酒匂中学

校 
酒匂、富士見各小学校の通学区域 

泉中学校 富水、東富水各小学校の通学区域 



 

橘中学校 前羽、下中各小学校の通学区域 

城北中学

校 
桜井、報徳各小学校の通学区域 

 

 

 様式第２６号その２、その３、その４及びその５（第２８条関係）は省略 



議案第１２号 

小田原市立小学校及び中学校の通学区域について 

小田原市立小学校及び中学校の通学区域について、議決を求める。 

 

平成３０年３月１９日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１３号 

小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について、議決

を求める。 

 

平成３０年３月１９日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和５８年小田原市教育委員会規則第４ 

号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「平成２０年文部科学省告示第２６号」を「学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第２５条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育

内容に関する事項をいう。」に改める。 

  附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

議案第１３号 小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則（案） 

 

 

［改正理由］ 

平成２９年３月３１日付文部科学省告示第６２号により、幼稚園教育要領が全部改

正されたことに伴う根拠基準を改正するため。 

 

［内容］ 

幼稚園教育要領の根拠規定を整備することとする。 

 

［適用］ 

平成３０年４月１日 

 

 議案説明資料 



 

小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照条文 

 

〇小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和５８年小田原市教育委員会規則第４号）（抄） 

（本則関係） 

 

改  正  後 改  正  前 

（教育課程の編成） （教育課程の編成） 

第９条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要

領（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第２５条の規定に基づき文部科学大臣が定め

る幼稚園の教育課程その他の保育内容に関す

る事項をいう。）の基準により、園長が編成

する。 

 

第９条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要

領（平成２０年文部科学省告示第２６号）の

基準により、園長が編成する。 

 

    

 



議案第１４号 

小田原市学校教育振興基本計画の策定について 

小田原市学校教育振興基本計画の策定について、議決を求める。 

 

平成３０年３月１９日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

小田原市 

学校教育振興基本計画 
       平成３０年度～平成３４年度 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

小田原市教育委員会 

命 

地 域

ち 

信頼 

未来を創る 
おだわらっ子 

案 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに 

 

グローバル化や高度情報化の進展、また、エネルギーや医療など様々な分野の著しい

進歩により、社会は日々変化し、私たちの身の回りの環境を大きく変えています。さら

に、ＡＩ技術の進歩により多くの作業が自動化され、現在、人間が行っている多くの仕

事が失われていくという将来予測もあります。 

いずれにしても、今の子どもたちが生産世代となる頃、彼ら、彼女らは、私たち大人

がこれまでに経験してきたものとは大きく様変わりした社会を担っていくことが考え

られます。 

文部科学省においては、平成 29年 3月に公示した「新学習指導要領」の考え方とし

て、子どもたちが「新しい時代に必要となる資質・能力」「未来の創り手となるために

必要な資質・能力」を身に付けるための教育課程の実現をうたっており、新しい時代と

社会を見据えた改訂となっています。 

このように、変化の激しく先行きが不透明で、誰も予想ができないと言われる社会の

到来を前に、子どもたちには多様性を認め、協力しあいながら、これまで以上に自ら考

え、課題を解決していく力が求められています。 

 こうした中で、このたび本市では、「小田原市学校教育振興基本計画」を策定しまし

た。これは、平成 25年度から 5か年を期間として推進してきた前計画を継承する形で、

学習指導要領の改訂や様々な社会状況の変化等のほか、本市固有の「おだわらっ子の約

束」「小田原市教育大綱」の理念を踏まえ、新たに策定したものです。 

本計画においては、本市の目指す子ども像を「未来を創るたくましい子ども」と定め

ています。この計画の推進により、小田原の豊かな地域資源を生かしながら、子どもた

ちそれぞれが持つ可能性を最大限に発揮し、社会を自ら創っていくたくましさを身に付

けるために必要な教育環境を整えてまいります。 

また、子どもたちを支える姿勢として、「命・地域・信頼」をキーワードに掲げてい

ます。この小田原の地で、子どもたちが日々安全で安心して過ごし、たくましく育って

いくためには、学校のみならず家庭・地域社会・行政が共に連携して子どもたちの育ち

を支えていくことが必要不可欠です。日頃からお力添えをいただいている関係者の皆様

に深く感謝するとともに、引き続きの御理解と御協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、計画の策定にあたり御尽力いただいた有識者会議の皆様をはじ

め、貴重な御意見をお寄せいただいた全ての皆様に、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 平成３０年３月 

                             小田原市教育委員会 
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１ 計画策定の趣旨                                    

平成 18 年 12 月の「教育基本法」の改正に伴い、教育の振興に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図ることを目的として、国は、平成 20 年 7 月に「教育振興基

本計画」を策定しました。それに伴い、地方公共団体は、国の教育振興基本計画を参

考にして地域の実情に応じた教育振興基本計画を策定することになりました。 

本市では、平成 15 年 3 月に策定した「おだわらっこ教育プラン」（計画期間 10 年

間）に基づき教育を推進してきましたが、急速に進む少子高齢化、グローバル化や高

度情報化の進展、さらには生活様式の変化や地域のつながりの希薄化など、社会情勢

の変化や教育に対する社会的要請の増大や多様化を踏まえ、平成 25 年 3 月に平成 25

年度からの 5 か年を計画期間とする「小田原市学校教育振興基本計画」を策定しまし

た。この間、平成 28 年 3 月には、新たに設置した市長と教育委員による総合教育会

議＊において本市の教育の根本となる方針として、平成 28 年度から 31 年度を対象期

間とする「小田原市教育大綱」＊を策定しました。 

国の教育振興基本計画は、平成 30 年度からの第 3 期計画の策定に向けて審議が進

められていますが、その審議の方向性を参考にしながら、小田原市教育大綱を踏まえ、

小田原市学校教育振興基本計画を策定します。 

 

２ 計画の範囲                                        

  教育委員会の所管する事務を中心に、学校教育に関わる計画とします。 

 

 

 

３ 計画の対象期間                                    

小田原市学校教育振興基本計画の計画期間は、平成 30 年度～平成 34 年度の 5 か

年とします。 

なお、計画策定後の社会状況や教育を取り巻く環境の変化などにより、見直しが必

要となった場合には、適宜計画の見直しを行っていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 計画の策定に当たって 
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４ 計画の位置付けと他の計画との関係性                                    

○ この計画は、教育基本法第 17 条第 2 項に規定する「地方公共団体における教育

の振興のための基本的な計画」として策定します。 

○ この計画は、「おだわらＴＲＹプラン」（第 5 次小田原市総合計画）の個別計画と

して位置付け、他の計画と連携を図りながら施策を推進します。 

○ この計画は、国の教育振興基本計画及び「かながわ教育ビジョン」を参考にしな

がら策定します。 

〇 この計画は、小田原市教育大綱と「おだわらっ子の約束」＊を理念として策定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おだわらＴＲＹプラン 

（第 5 次小田原市総合計画） 

基本構想（平成 23～34 年度） 

基本計画（後期：平成 29～34 年度） 

実施計画（第 3 次：平成 29～31 年度） 

 

小田原市学校教育振興基本計画 

（平成 30～34 年度） 

国の教育振興基本計画 

第 3 期計画 

平成 30～34 年度 

かながわ教育ビジョン 

平成 19 年策定（平成 27 年一部改訂） 

概ね 20 年間を見据えた 

ビジョン 

ビジョン 

・小田原市文化振興ビジョン      

・小田原市食育推進計画     

・おだわら男女共同参画プラン  

・おだわら障がい者基本計画 

・小田原市子ども読書活動推進計画 

・小田原市環境基本計画  

・小田原市スポーツ振興基本指針 

・小田原市人権施策推進指針 

・小田原市子ども子育て支援事業計画 

小田原市教育大綱 

（平成 28 年度～平成 31 年度） 

・小田原市いじめ防止基本方針＊ 

・小田原市学校施設整備基本方針＊ 

おだわらっ子の約束 

（平成 19 年 1 月策定） 
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１ 社会状況の変化                                    

（１）少子化の進行 

本市の市立小中学校の児童生徒数は、昭和 57 年の 26,619 人をピークに減少を

続け、平成 29 年度は 13,787 人と 35 年間で約 49％の減、この 10 年間の推移を見

ても約 15％減少しており、少子化の傾向が顕著に表れています。また、学区別未

就学児集計から推計する 5 年後の児童生徒数は 12,913 人で 6.3％減となる見込み

で、今後も少子化が進行していくことが想定されます。 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 策定の背景 

児童生徒数推移（表 1） 

（各年 5月 1日現在） 

◆出典：平成 29 年度までは学校基本調査 
◆平成 34 年度（推計）は平成 30年 2月 1日付「学区別未就学児集計」からの推計 

◆小学校児童数のピークは昭和 56 年度の 18,097 人、中学校生徒数のピークは昭和 61 年度の 9,207 人 
 

S57 18,009 人 増減率 8,610 人 増減率 26,619 人 増減率

S62 15,363 人 -2,646 人 -14.7% 9,170 人 560 人 6.5% 24,533 人 -2,086 人 -7.8%

H4 13,268 人 -2,095 人 -13.6% 7,407 人 -1,763 人 -19.2% 20,675 人 -3,858 人 -15.7%

H9 11,745 人 -1,523 人 -11.5% 6,362 人 -1,045 人 -14.1% 18,107 人 -2,568 人 -12.4%

H14 11,165 人 -580 人 -4.9% 5,509 人 -853 人 -13.4% 16,674 人 -1,433 人 -7.9%

H19 10,911 人 -254 人 -2.3% 5,151 人 -358 人 -6.5% 16,062 人 -612 人 -3.7%

H24 10,048 人 -863 人 -7.9% 5,105 人 -46 人 -0.9% 15,153 人 -909 人 -5.7%

H29 9,131 人 -917 人 -9.1% 4,656 人 -449 人 -8.8% 13,787 人 -1,366 人 -9.0%

H34
（推計）

8,518 人 -613 人 -6.7% 4,395 人 -261 人 -5.6% 12,913 人 -874 人 -6.3%

増減数

５年前比

小学校

児童数

増減数

生徒数 ５年前比

増減数

年度
児童・生徒数

合計

５年前比

中学校
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（２）家庭・地域の教育力の低下 

本市の１世帯あたりの人数は減少が続いており、平成 27 年度では 2.46 人となっ

ています。総人口が減少する一方で世帯数は増加しており、核家族世帯が増加して

います。また、0 歳から 14 歳の年少人口も減少傾向にあり、18 歳未満の世帯員が 

いる三世代世帯も減少し続けています。 

核家族化や少子化の進行により、子どもたちにとって祖父母の経験からの学びや

兄弟姉妹で切磋琢磨する機会は著しく減少しています。また、親の子育ても手探り

状態で行わざるを得ない状況も生じています。家庭は全ての教育の出発点として、

日々の生活を通して子どもが基本的な生活習慣や規範意識を身に付ける場である

ことから、家庭での子育てや教育の在り方について見つめ直す必要があります。 

   また、家族形態の変容、価値観やライフスタイルの多様化などにより、地域との

関わりを持たない暮らし方が増えています。人と人とのつながりの希薄化が懸念さ

れる中で、地域行事への積極的な参加や、一緒に遊び、勉強を教えてもらうなどの

身近な遊びの場、子どもの居場所等が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出典：平成 29 年度全国学力・学習状況調査「児童生徒質問紙調査」 

小田原市 神奈川県 全国 小田原市 神奈川県 全国

「今住んでいる地域の行事に参加してい
る。」の設問に対する「当てはまる」、
「どちらかといえば当てはまる」の合計の
割合

51.2% 55.2% 62.6% 34.0% 35.1% 42.1%

「地域の大人（学校や塾・習い事の先生を
除く）に勉強やスポーツを教えてもらった
り、一緒に遊んだりすることがあります
か」の設問に対する「よくある」、「時々
ある」の合計の割合

38.7% 39.3% 41.1% 24.8% 23.3% 23.6%

「地域社会などでボランティア活動に参加
したことがありますか」の設問に対する
「参加したことがある」の割合

27.6% 30.4% 35.4% 56.8% 46.5% 49.7%

設問
小学6年生 中学3年生

小田原市の人口推移（表 2） 

地域での活動、交流の状況（表 3） 
（平成 29年 4月実施） 

（各年 10月 1日現在） 

◆出典：国勢調査 
◆年齢不詳人口は、年齢別の割合に応じて按分 

H2 H7 H12 H17 H22 H27

193,417 人 200,103 人 200,173 人 198,741 人 198,327 人 194,086 人

34,031 人 31,138 人 28,985 人 27,116 人 25,447 人 23,061 人

136,927 人 141,420 人 137,655 人 132,060 人 126,244 人 116,994 人

22,459 人 27,545 人 33,533 人 39,565 人 46,636 人 54,031 人

61,360 世帯 67,916 世帯 71,532 世帯 74,291 世帯 77,793 世帯 79,007 世帯

（3.15人） （2.95人） （2.80人） （2.68人） （2.55人） （2.46人）

37,753 世帯 41,231 世帯 43,512 世帯 44,571 世帯 45,721 世帯 46,460 世帯

18歳未満世帯員のいる核家族世帯 17,257 世帯 15,907 世帯 15,382 世帯 14,820 世帯 14,390 世帯 13,959 世帯

5,792 世帯 4,932 世帯 3,961 世帯 3,202 世帯 2,513 世帯 1,824 世帯

年度

総人口

年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳～）

世帯数

核家族世帯

18歳未満世帯員のいる三世代世帯

（1世帯当たり人口）
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（３）進むグローバル化 

本市の在住外国人は増加しており、平成 30 年 2 月末時点では 55 か国・2,165 人

となっています。 

社会や経済のグローバル化に伴い、国際的な視野を持ち、世界に通用する人材を

育成し、多様な文化との相互交流、相互理解を深め、共生していくことが求められ

ています。 

外国籍の市民に対しては、子どもたちへの日本語指導等、幅広い就学支援が必要

となっています。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

（４）高度情報化 

コンピュータをはじめとしたＩＣＴ＊（情報通信技術）の普及と発達が飛躍的に

進み、いつでもどこでもインターネットに接続できるようになりました。情報収集

やコミュニケーションの面で、社会全体の利便性が向上する一方で、これらを利用

した犯罪などの問題も発生しています。  

また、子どもたちが容易に情報を入手し、発信することが可能となり、携帯電話

やインターネットを通じたコミュニケーションがさらに進む一方で、有害サイトや

「インターネットを通じたいじめ」等への対応も課題となっています。 

子どもたちには、得られた情報のみにとらわれることなく、情報の真偽を見極め

て主体的に考え、正しく判断するためのリテラシー教育や、携帯電話等の利用マナ

ーを身に付けるための家庭でのルールづくりや学校における情報モラル＊教育の充

実が望まれています。 

 

 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原市 神奈川県 全国 小田原市 神奈川県 全国

「普段（月～金）、１日当たりどれくらい
の時間、携帯電話やスマートフォンで通話
やメール、インターネットをしますか（携
帯電話やスマートフォンを使ってゲームを
する時間は除く）」の設問に対する「3時
間以上」の割合

8.7% 7.8% 7.0% 26.2% 23.9% 18.1%

「携帯電話やスマートフォンの使い方につ
いて、家の人と約束したことを守っていま
すか」の設問に対する「きちんと守ってい
る」、「大体守っている」の合計の割合

50.1% 54.8% 48.7% 55.2% 57.8% 50.6%

設問
小学6年生 中学3年生

国別在籍児童生徒数（表 4） （平成 30 年 3月 1日現在） 

◆出典：平成 29 年度全国学力・学習状況調査「児童生徒質問紙調査」 

携帯電話やスマートフォンの使用状況（表 5） （平成 29 年 4月実施） 

◆教育指導課調べ 

国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数

フィリピン 8人 ボリビア 1人 フィリピン 7人 スリランカ 2人

中国 8人 マレーシア 1人 中国 7人 アメリカ 1人

韓国 7人 ウズベキスタン 1人 ペルー 4人 ベトナム 1人

ペルー 7人 ベトナム 1人 ブラジル 3人 タイ 1人

ブラジル 2人 合計 36人 ボリビア 2人 合計 28人

小学校 中学校
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（５）環境問題の深刻化 

地球温暖化をはじめ、これまでにない異常気象の多発、福島第一原発の事故を契

機に問われるエネルギー問題など、現代を取り巻く様々な環境問題は、さらにその

深刻さを増しています。 

本市においては、地球温暖化対策として、低公害車や太陽光などの新エネルギー

の普及開発や、資源のリサイクル促進のための、ごみの分別の細分化や指定ごみ袋

制度の導入等に取り組んできました。平成 22 年度からは、可燃ごみの削減のため

に、生ごみ堆肥化の取組を進めており、学校での取組も行っています。さらに、生

活環境の保全の取組の一つとして、市の魚に指定されている固有種の酒匂川水系メ

ダカの保護活動を、市民や児童生徒の参加により進めています。平成 25 年度から

は「太陽光発電屋根貸し事業」が開始され、富水小学校、下曽我小学校、町田小学

校で太陽光発電システムが稼働しています。平成 27 年度からは、「神奈川県再生可

能エネルギー等導入推進基金」を活用し、片浦小学校に太陽光発電システムが設置

されました。また、平成 29 年度からは「エネルギーの地域自給の促進に係るモデ

ル事業」も開始され、足柄小学校、芦子小学校、久野小学校、千代小学校、曽我小

学校、東富水小学校、下中小学校で太陽光発電システムが稼動しています。 

 地域の環境保全と再生には、市民・事業者・市など様々な主体の取組が必要です。

そのためには、家庭や地域、学校、事業所などにおいて、現場で実践的に体験でき

る環境教育、環境学習を推進し、環境に対する関心や理解を深め、行動に結び付け

ていく必要があります。 

 

（６）「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」の制定 

障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由

とする差別の解消を推進することを目的として、平成 25 年 6 月に制定され、平成

28 年 4 月に施行されました。 

この法律は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、

共に生きる「共生社会」の実現を目指しています。 

学校や教育現場でも、障がいのある子どもとない子どもが互いに理解しあい、障

がいのある子どもが差別されることがないようにしなければなりません。また、障

がいのある子どもが生活しづらい場面があれば、解消するために必要かつ合理的な

配慮をしなければなりません。 
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（７）子どもの貧困への対応 

国民生活基礎調査＊の結果によると、子どもの貧困率はおおむね上昇傾向にあり

ますが、平成 27 年は 13.9％となり、平成 24年と比べ 2.4％改善しました。しかし、

子どもがいる現役世帯の貧困率は 12.9％、そのうち、大人が 1 人の世帯の貧困率

が 50.8％と、大人が 2人以上いる世帯に比べて非常に高い水準のままです。 

このような子どもの貧困を背景に、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が、

議員立法により平成 25 年 6 月に可決・成立し、平成 26 年 1 月に施行されました。

この法律の施行を受け、平成 26 年 4 月に「子どもの貧困対策会議」が設置され、

「子供の貧困対策に関する大綱」が 8月に閣議決定されました。 

経済的困窮は、子どもから教育を受ける権利を奪うことにつながります。また、

保護者の長時間の就労等により放課後の居場所がない、適切な食事が取れていない、

保健衛生や生活習慣の知識が身に付かない等の問題が生じています。 

経済的に困窮する家庭に育った子どもは、十分な教育を受けられず、大人になっ

ても所得の少ない職業に就かざる得なくなり、再び貧困家庭になるという、貧困の

連鎖が生まれます。こういった、連鎖を断ち切るため、国の大綱や「神奈川県子ど

もの貧困対策推進計画」にのっとり、国・県・市、企業・団体、市民が協力して取

り組んでいく必要があります。 

 

（８）オリンピック・パラリンピックの開催 

2020 年(平成 32 年)に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。世

界各地から、アスリートや観戦に訪れる観光客が日本にやってきます。また、本市

でも、事前キャンプが行われる予定になっています。 

オリンピック・パラリンピックの開催は、子どもたちにとっても国際交流のまた

とない機会となるとともに、世界トップレベルのアスリートを間近に感じ、障がい

者スポーツに触れ合うなどの機会ともなります。 

オリンピック・パラリンピックの開催という稀有な機会を捉えて、スポーツの振

興や国際交流等に取り組む必要があります。 

 

（９）学習指導要領の改訂 

新しい学習指導要領が小学校で平成 32 年度から、中学校で平成 33 年度から全面

実施されます。 

これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし連携する「社会に開かれた教

育課程」を重視し、子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実

に育成することが求められています。 

学習指導要領の改訂に当たっては、「言語能力の確実な育成」「理数教育の充実」

「伝統や文化に関する教育の充実」「道徳教育の充実」「外国語教育の充実」が主な

改善事項になっています。 
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２ 教育をめぐる現状                  

（１）学力の状況 

   わが国の児童生徒の学力は、国際的な学力調査の結果で見ると、成績は上位に位

置していますが、「学習が日常生活に役立つ」や「自分の将来に役立つ」と感じて

いる割合が国際平均を下回っており、意欲の面で課題が指摘されています。 

平成 29 年度全国学力・学習状況調査は、小学校 6 年生、中学校 3 年生を対象に、

国語と算数・数学で実施され、本市は小中学校共に全ての教科で平成 28 年度と比

較し全国平均との差が縮まり、ほぼ全国平均並みの数値であると言えます。 

   特徴としては、主として「知識」に関するＡ問題よりも、主として「活用」に関 

するＢ問題の方が全国平均に近く、各校の授業改善に関する研究の成果と考えられ 

ます。一方で計算や漢字などの基礎的基本的な学力の定着をより一層図っていくこ 

とが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成29年 4月実施） 

小学校 6年生の平均正答率 

中学校 3年生の平均正答率 

◆Ａ問題→身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容、実生活において不可欠であり常に 
活用できるようになっていることが望ましい知識・技能など 

◆Ｂ問題→知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力、様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改 
善する力など 

全国学力学習状況調査（表 6） 
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（２）体力・運動能力の状況 
 

本市では、小学校 5 年生及び中学校 2 年生を対象に実施されている「全国体力・

運動能力、運動習慣等調査」を対象学年に限らず全校で積極的に実施しています。 

   平成 28 年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果によると、体力合計 

点＊の平均値が、小学校においては、男女とも全国平均を上回り、中学校において 

は、全国平均には至らないものの、男女とも県平均を上回る結果となっています。 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全国平均を 50 として比べた体力・運動能力偏差値（表 7） 

小学校 5 年 男子 

中学校 2 年 男子 中学校 2 年 女子 

小学校 5 年 女子 

（平成 28 年 4 月～7 月実施）

計） 

【握力】筋力：筋肉が力を出す能力 

【上体起こし】筋力・持久力：筋肉が力を出したり、筋肉が力を出し続ける能力 

【長座体前屈】柔軟性：体を曲げたり伸ばしたりする能力 

【反復横とび】俊敏性：体をすばやく動かす能力 

【20m シャトルラン・持久走】全身持久力：全身で運動を続ける能力 

【50m 走】走る能力 

【立ち幅とび】とぶ能力 

【ソフトボール投げ・ハンドボール投げ】投げる能力 

◆出典：平成 28 年度全国体力・運動能力運動習慣等調査 
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（３）教育相談の状況 

小中学校においては、不登校、いじめ、発達の課題、コミュニケーション能力の

低下、基本的な生活習慣や規範意識の育成、家庭環境の問題についてなど、多様化・

複雑化する悩みを抱える児童生徒、保護者、教職員等への相談体制の充実が求めら

れています。 

学校生活全般に関する教育相談では、「不登校」「不登校傾向」に関する相談が多

くを占めています。特に、「不登校傾向」に関する相談が増加しており、児童生徒

の変化に対して保護者がより関心を持つようになったためだと捉えられます。学校

に行きしぶることがある、欠席が少しずつ増えてきたといった段階での相談が増え

ているのは、教職員だけではなく、保護者の意識も向上し、早期発見・早期対応に

努めている表れです。 

学校生活における支援に関することを中心とした相談は、主に特別支援教育相談

室「あおぞら」＊で対応しています。相談件数が年々増加しているのは、全般的な

教育相談同様、子どもの発達課題について、学校や保護者の意識が向上しているこ

とが要因の一つです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者や児童生徒本人、教職員から寄せられる、しつけ

や子育て、いじめや人間関係での課題、学習のつまずき、

発達相談や心理検査、学級や家庭での支援の工夫といった

教育相談全般において、教育相談員＊と心理相談員＊が対応

しています。 

 また、多様化・複雑化する問題に対して迅速かつ適切な

対応を行うために、関係部局や県の相談機関等と連携を行

いながら、教育相談を進めています。 

 

 

 

就学前の子どもの発達に関わる相談についても増加が続いています。特に、平

成 28 年度までの 10 年間で約 3 倍（58→168 人）になっており、これは全入学児

童数の 12％にあたります。特別支援教育相談室「あおぞら」への相談件数の増加

同様、子どもの発達課題について、保育所・幼稚園や保護者の意識が向上してい

ることも要因の一つです。 

年度 不登校
不登校
傾向

いじめ 特別支援 学習
しつけ・
育て方

その他 合計 年度 相談件数

H24 3,115 114 100 2 30 6 209 3,576 H24 788

H25 3,238 133 234 323 7 10 336 4,281 H25 831

H26 2,483 149 383 131 24 1 384 3,555 H26 832

H27 1,853 351 58 112 3 97 319 2,793 H27 916

H28 1,975 670 42 14 9 56 194 2,960 H28 1,058

教育相談の内容と延べ回数（表 8） 「あおぞら」相談件数（表 9） 

◆教育指導課調べ 

◆同一案件について、重複相談を含む 
 

就学相談数の推移（人数）（表 10）  

年度 新就学児 学齢児

H18 58 27

H19 66 36

H20 54 40

H21 57 54

H22 60 47

H23 64 58

H24 77 63

H25 113 65

H26 132 51

H27 148 51

H28 168 63

◆教育指導課調べ 

◆教育指導課調べ 
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（４）いじめの状況 

  いじめ問題は、今日の著しい社会状況の変化の中で、多様化・複雑化しています。

また、これまでなかった新たな課題も顕在化してきており、学校・家庭・地域との更

なる連携が必要になっています。 

こうした社会情勢を踏まえ、国は平成 25 年 9 月に「いじめ防止対策推進法」を施

行し、学校では、「いじめ防止基本方針」を策定しました。本市では、平成 26 年 12

月、法の施行の機会を捉えて、いじめ防止対策の総合的かつ効果的な推進を図るため

に、これまでのいじめ防止や指導の在り方等を整理し、本市の児童生徒をめぐる様々

な状況を踏まえた「小田原市いじめ防止基本方針」を策定しました。 

また、これを基に、本市におけるいじめの防止等に関し、学校、地域の関係諸機関

が連携した取組を円滑に進めるため、「小田原市いじめ問題対策連絡会」を、また、

いじめの防止、早期発見及び対処のために講ずる対策の実効性の向上、重大事態が発

生した場合の調査を行うため、「小田原市いじめ防止対策調査会」を設置しました。 

本市では、小中学校において、定期的に行うアンケートや日々の生活ノート、面談

等により、児童生徒のいじめの認知や実態把握、指導に努めています。平成 28 年度

のいじめの認知件数は、小学校が 45 件、中学校が 63 件となっており、いずれも認

知後の早期対処のため、重大事態には至っていない状況です。 

いじめの態様としては、「冷やかしやからかい・悪口や脅し文句・嫌なことを言わ

れる」、「仲間はずれ・集団による無視」、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩か

れたり、蹴られたりする」が全体の約 8 割です。 

また、全国的にもインターネットを通じたいじめが問題になっていますが、本市も

同様と言えます。 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原市のいじめの認知件数（表 11） 小田原市のいじめの態様（表 12） 

◆教育指導課調べ 
◆様々な区分が複合して、1件のいじめとなる場合があるので、いじめの認知件 

数とは合致しない 

（平成 28 年度） 

◆教育指導課調べ 

年度 小学校 中学校 合計

H24 27 60 87

H25 32 57 89

H26 40 39 79

H27 46 41 87

H28 45 63 108

小学校 中学校
件数 件数

32 42 74

6 5 11

14 2 16

0 0 0

0 1 1

2 1 3

0 4 4

1 5 6

3 5 8

58 65 123

その他

合計

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴ら
れたりする

ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

金品をたかられる

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられ
たりする

嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、
させられたりする

パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる

仲間はずれ、集団による無視をされる

区分 合計

冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言わ
れる
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（５）不登校の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の不登校児童生徒の出現率は、

国・県の平均値をほぼ毎年上回ってお

り、平成 24 年度以降は小学校が増加

傾向、中学校が横ばい傾向にあります。 

不登校児童生徒の中には、「保健室

であれば友達と関わることができる」

「校内支援室＊や教育相談指導学級＊

であれば通うことができる」「不登校

生徒訪問相談員＊の支援を受けてい

る」など、様々な状況の児童生徒がい

ます。 

不登校の理由としては、「友人関係

をめぐる問題」「学業の不振」といっ

たはっきりした理由だけでなく、「登

校の意思はあるが漠然とした不安を

覚え登校しない」「無気力でなんとな

く登校しない」といったものも挙げら

れます。 

また、その背景として学校における

人間関係の課題や家庭環境等、様々な

要因が複雑に絡み合うケースがあり、

支援の難しさにつながっています。 

本市では、欠席した児童生徒に対し

て、不登校の心配があるのではない

か、学校に不適応を起こしているので

はないかといった視点を重視し、早い

段階から登校支援の働きかけを行う

よう心がけています。 

 

◆出典：全国…平成 28 年度「児童生徒の問題行動・不登 
校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（速報値） 
神奈川県…平成 28 年度神奈川県児童・生徒の問 
題行動等調査 

 

文部科学省では、「不登校児童生徒」とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あ

るいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にあ

るために年間 30 日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由による者を除いたも

の」と定義しています。 

小学校 

中学校 

不登校児童生徒の出現率（表 13） 

教育相談指導学級通級者数（人数）（表 14） 
不登校児童生徒数（人数）（表 15） 

◆教育指導課調べ 
◆教育指導課調べ 

児童数 出現率 生徒数 出現率

H24 47 0.48% 164 3.21%

H25 53 0.54% 156 3.12%

H26 56 0.58% 163 3.27%

H27 73 0.78% 154 3.16%

H28 78 0.84% 160 3.29%

小学校 中学校
年度

年度 小学校 中学校 合計

H24 2 13 15

H25 3 24 27

H26 4 21 25

H27 4 17 21

H28 4 21 25
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（６）支援教育の状況 

本市では、障がいのあるなしに関わらず、子ども一人ひとりに対して、それぞれ

の教育的ニーズに応じた適切な支援を行うことにより、全ての子どもたちが自らの

幸せを実感できるようにするという考えの下、支援教育に取り組んできました。 

平成 28 年度からは、支援教育の充実とともに、インクルーシブ教育の理解を深

めるための学校訪問を行っています。 

特別支援学級在籍児童生徒数については、平成 29 年度までの 10 年間で約 2 倍

（185→359 人）、直近 5 年間で約 100 人増となっており、特別支援学級の障がい

種別も多様化しています。 

通常の学級に在籍しながらその子どもに合った個別の指導を行うことを目的と

する通級指導教室については、言語障がい通級指導教室「ことばの教室」＊を 2 校、

情緒障がい通級指導教室「コミュニケーションの教室 フレンド」＊を 3 校に設置し

ています。 

特別支援学級や通級指導教室の利用者数の増加には、保育所及び幼稚園の意識の

高まりや、早い段階で適切かつ専門的な支援を受けたいという保護者の願いがあり

ます。 

本市では、多様化・複雑化したそれぞれの子どものニーズに対応できるよう、医

師、作業療法士、理学療法士、巡回相談員、個別指導員＊等を派遣する支援教育相

談支援チーム＊により、教員に心理・発達面を含めた専門的な助言をするなど、校

内体制の整備に努めています。 

また、医療的ケアの必要な児童生徒のために看護師の配置をしていますが、看護

師の確保が非常に困難な状況が続いています。 

通常の学級においては、個別の教育的ニーズのある児童生徒に十分対応できてい

ないため、人的配置が必要です。 

今後は、教職員等の指導力の向上とともに、校内支援体制の充実を図り、学校と

関係諸機関との連携を密にし、これまで以上に幅広い視野にたった専門性や、より

迅速で適切な指導・支援が可能な体制を確立していくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通級指導教室児童数の推移（表 16） 特別支援学級児童生徒数の推移（表 17）  

◆教育指導課調べ 

◆教育指導課調べ 

ことばの教室

年・月 新玉 下府中 酒匂 足柄 千代

H27・4月 35 32 20 35 23

H28・4月 34 36 20 33 32

H29・4月 35 30 20 26 33

フレンド

（各年 5月 1現在） 

小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計

H19 127 58 185 47 20 67

H20 144 63 207 50 22 72

H21 154 67 221 51 23 74

H22 160 75 235 51 23 74

H23 145 80 225 48 22 70

H24 149 84 233 49 24 73

H25 165 89 254 51 26 77

H26 177 95 272 51 24 75

H27 203 91 294 53 26 79

H28 233 90 323 64 24 88

H29 263 96 359 70 26 96

年度
児童生徒数 学級数
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（７）学校施設の状況 

本市では、児童生徒の数が急増した昭和 40 年代から 50 年代にかけて、小中学校

の新設や校舎の増築、老朽化した木造校舎の鉄筋化が進められました。当時の整備

から 30～50 年を経た今、施設本体をはじめ付帯設備の老朽化が進行しており、厳

しい財政状況の中で、今後の施設の長寿命化改修＊や建替えが、大きな課題となっ

ています。 

校舎や屋内運動場の主要構造部の耐震化については、神奈川県西部地震などが懸

念されることから、本市では、平成 21 年度までに全て完了しています。しかし、

主要構造部以外の外壁、防水改修やトイレの洋式化改修、空調設備設置等について

は、順次改修を行っていますが手の届いていないところもあります。学校は児童生

徒の学習の場であるとともに、毎日の生活の場でもあるため、安全・安心で快適に

過ごせる環境を確保することが課題となっています。 

また、学校は、地域コミュニティの核として、開かれた学校づくり推進の環境整

備が求められるとともに、地域防災の拠点として、地震等災害時には広域避難所＊

になるため、災害時への対応について一層の強化が求められています。 

なお、本市では、公共施設全体の適正配置に取り組むため、平成 29 年度から 2

年間かけて、「公共施設再編基本計画」の策定作業を行っていることから、学校施

設の中長期に渡る整備計画については、公共施設再編基本計画と整合を図ることが

求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

小中学校のトイレの洋式化の状況（表 19） 

小中学校建物の築年数（表 18） 

◆建物は校舎と屋内運動場を指す。 

◆建築後 30 年以上経過した建物は 123 棟であり、138 棟全体
の 89.1％ 

◆昭和 40 年代から 50 年代に建築された建物は小学校 70 棟、

中学校 37 棟の合計 107 棟であり、138 棟全体の 77.5％ 

（平成 29年 12 月末） 

（平成 29年 12 月末） 

◆学校安全課調べ 
◆対象は校舎内のみ 
◆適正便器数とは、児童生徒数に応じた適正な便器の数のこと 

◆車椅子対応型トイレは、従前、日常使用する児童生徒の身体 
  的理由により必要な場合や、大規模なトイレ改修の際に整備 

◆学校安全課調べ 

経過年数 棟数 割合

建築後50年以上 19 13.8%

建築後40年以上50年未満 55 39.8%

建築後30年以上40年未満 49 35.5%

建築後30年未満 15 10.9%

計 138 100.0%

適正便器数 洋式便器数 洋式化率

小学校（全２５校） 931 721 77.4%

中学校（全１１校） 478 376 78.7%

合計 1,409 1,097 77.9%
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それぞれが持って生まれた命を尊重し、その資質を伸ばし、輝かしく花開き、 

実を付けるためのひとづくりを目指します。 

 

〇教育施策の目標は、ひとそれぞれの命を尊重した上で、持って生まれた資質を最大 

限に伸ばすことにあります。教育を通じ、市民一人ひとりが喜びを持って生き、そ 

れぞれが輝けるための指導や支援を行います。 

〇家庭教育は育ちの基本です。しっかりとした社会生活を送れるよう、規範意識を育

てるとともに、生活習慣・礼儀作法をはじめとする生活力を身に付ける家庭教育を

大切にします。 

〇義務教育だけでなく、生涯教育を通じて、変化の激しい社会を乗り越える「生き抜

く力」と、次の社会を支え、新しい社会を創り出す力を持ったひとを育てます。 

〇それぞれの成長発達の段階に合わせ、家庭・地域・学校・行政がそれぞれ何をすべ

きか、何が実現できるのか、時宣を得た対応ができるよう、今後も継続的に検討し、

教育施策として反映させていきます。 

 

教育は未来を拓きます。豊かで輝かしい未来をつくるため、多くの市民が社会の 

構成員として責任を持って教育に関わることができる環境をつくります。 

 

〇教育を取り巻く諸課題は、現代社会を映す鏡であり、学校教育だけで解決できるも

のではありません。教育に関わるひとたちだけでなく、様々なひとが、子どもの育

ち、学びの場のあり方、求める人間像、教育を支える社会のあり方などについて、

多様な視点から総ぐるみで議論し、小田原の教育について考え、実現させていきま

す。 

〇すべての市民、すべての児童生徒が楽しく生き生きと学べる学習環境の実現に向け、

市民が総ぐるみで取り組んでいける地域の姿を確立していきます。 

 

   

 

 

Ⅲ 基本目標 

１ 一人ひとりの命を尊重し、豊かに伸ばすひとづくり 

２ 地域ぐるみで取り組む教育環境づくり 
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ひとや地域が持つ多様性を認め、伸ばし、活かしていくことが大切です。豊かな 

歴史・文化・自然に恵まれた小田原の資源を教育に活かし、小田原の地ならでは 

の教育スタイルを確立します。 

 

〇ひとそれぞれがもつ個性や多様性を認め、それを伸ばし、活かしていくことで、ひ

とやまちの可能性を広げます。 

〇障害のある者とない者が可能な限り共に学ぶ仕組み（インクルーシブ教育）の実現

を目指し、児童生徒それぞれの教育的ニーズに対し、自立と社会参加を見据えなが

ら、最適な指導を行うための多様で柔軟な仕組みづくりを進めます。 

〇豊饒の森、豊饒の海を持つ小田原という土地に、しっかりと根を張る教育を行うこ

とで、たくましい心と体、郷土を愛し大切にする心を育みます。 

〇小田原には、それぞれの地域に歴史・伝統・文化があり、街並み、産業構造、住民

の気質も少しずつ異なります。こうした地域の差を「多様性」として捉え直し、そ

れぞれの学校・地域同士が交流し、互いを学ぶことにより、小田原ならではの多様

な育ちの場として教育に活かしていきます。 

〇二宮尊徳など地域の偉人から学ぶなど、小田原の地域性や歴史を活かした教育を行

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 多様性を認め、活かしていく教育のまちづくり 
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「未来を創るたくましい子ども」 
  

これからの変化の激しく、先の見通しが不透明な社会を生きていく子どもた

ちは、それぞれが持つ可能性を最大限に発揮し、自分たちの社会を自ら創って

いくたくましさを身に付けることが必要です。 

そのため、次の五つの側面を重視し、その成長が図られるように教育環境を

整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自ら考え表現する力 

変化の激しい社会をたくましく生き抜くためには、学ぶことの楽しさを実感し、自

ら進んで学習に取り組む習慣を身に付けることが必要です。また、基礎的基本的な知

識・技能等を活用し、見出した課題を解決していくことが必要です。 

そのため、必要な情報を選択し、結論を導き出すために自ら思考し、判断し、表現

する力を育みます。 

 

 

 命を大切にする心 

共生社会の中で、みんなが幸せに生きていくためには、多様性を認め、互いに信頼

しあい、自他の命や人権を尊重することが必要です。 

そのため、共感したり感動したりする体験を重ね、命を大切にする心を育みます。 

 

 自ら考え表現する力 

 健やかな心と体 

 

 

 夢への挑戦 

 命を大切にする心 

 

 ふるさとへの愛 

 

Ⅳ 小田原市の目指す子ども像 
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 健やかな心と体 

   困難に直面しても、自分らしく乗り越えていくためには、心身ともに健康であるこ

とが必要です。 

   そのため、基本的生活習慣を確立し、自分にとって望ましい食習慣と運動習慣を身

に付け、健やかな心と体を育みます。 

 

 

 ふるさとへの愛 

これからのグローバルな社会で、多くの人と関わり活躍していくためには、まずは

身近な地域で多様な人々と主体的に関わりあう経験をすることが必要です。 

そのため、郷土の自然・歴史・文化や人々の営みに触れ、自己形成の土台の一つと

なるふるさとへの愛を育みます。 

 

 

 夢への挑戦 

   人間が成長していくためには、夢や目標を持ち、その実現に向けて粘り強く努力し

つづけることが必要です。 

そのため、自分の可能性を信じ、夢へ向かって挑戦する心を育みます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの育ちを支える姿勢 

 

 

 

 

 

小田原市では、＜命・地域・信頼＞をキーワードに、子どもを 

取り巻く学校・家庭・地域社会・行政が、子どもの育ちを支える 

姿勢を大切にしています。 

 

☆ 子どもの命を最優先に守ります。 

☆ 地域ぐるみで、子どもを育てます。 

☆ 互いに信頼しあえる関係を築きます。 

地域 命 信頼 
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Ⅴ 計画体系図 
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◆おだわらっ子の約束の推進 

自立した人間として、社会の中で人と関わりあって生きていく上で、子どもた

ちに身に付けて欲しい生活規範やルール、決まり事の普及と実践に取り組みま

す。  

 

おだわらっ子の約束の普及と実践 

 

○基本的な生活習慣の定着を図り、規範意識を育みます。 

 子どもの基本的な生活習慣の定着を図り、規範意識や公共の精神を育むため、おだ

わらっ子の約束の家庭や地域への一層の普及を図り、各園・学校、家庭、地域が一体

となって、子どもたちがおだわらっ子の約束を実践する態度を育む取組を進めます。 

  

  

＜主な取組＞ 

 ・各校・各園での取組（各校、各園） 

・新入学児童家庭へのパンフレット配布（各校、教育総務課） 

・放課後児童クラブ、放課後子ども教室での実践（教育総務課） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策の展開 

 

Ⅵ 

幼稚園でのあいさつ運動の様子 生き物の世話をする様子 
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◆重点方針１ 学ぶ力 
  身に付けた知識や技能を使い、対話や体験を取り入れた学習を推進すること

で、学ぶ力を育みます。 

 

・知識や技能の習得に止まらず、対話的な学びや主体的な学びを重視し、体験学習や教員の一方

的な講義形式の授業とは異なり、児童生徒の能動的な参加を取り入れた授業（アクティブラー

ニング）等を通じて、自然環境、実社会や実生活、地域と関わる学習を取り入れ、子どもたち

の学習意欲を引き出します。 

・情報化やグローバル化が急速に進む社会に対応できるひとを育てるため、地域社会と連携しな

がら、子どもたちの学びを育み、社会参画への意識を高めます。 

 

 

 

基本施策１－① 学力向上の推進 

 

○各校の実態や特色を生かした学力向上プラン＊を推進します。 

各校で行う児童生徒の学力向上策の一つとして、全国学力・学習状況調査の結果や

児童生徒の学習意欲・学習習慣等の意識調査、児童生徒による授業評価や日常的な学

習評価などを基に、児童生徒の学習面における課題と成果を明確にします。そして、

その後の学習活動の重点と具体的な取組目標を定めた「学力向上プラン」を作成しま

す。 

また、このプランをスタートに、ＰＤＣＡサイクルを活用し、次年度の新たな学力

向上プランを作成します。 

 

○全国学力・学習状況調査の結果を分析し、児童生徒の学力向上に生かします。 

児童生徒の全国学力・学習状況調査の結果を分析し、その教科正答率やアンケート

などから見える成果や課題等を、市ホームページに公開します。 

また、「全国学力・学習状況調査の結果分析に係る学校訪問」を中学校区ごとに実

施し、教員全体の教科指導への意識を高めます。 

さらに、各校においては全国学力・学習状況調査の結果について独自に分析を行い、

校内研究の一部に位置付けるほか、中学校区での連携した学力向上に取り組むなど、

日頃の学習活動に役立てます。 

 

○授業研究の充実を図ります。 

各校では、学習指導要領に基づき、児童生徒が「主体的・対話的で深い学び」を育
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む授業、互いに学び合い、高め合う授業づくりを進めます。そのために、指導と評価

の一体化や児童生徒の学ぶ意欲を高める授業の在り方などについて研究し、指導の工

夫改善に努めます。 

また、教育委員会は、各校の研究成果を他の学校や市民に広く公開できるよう取り

組んでいきます。        

 

○市推薦研究事業＊に取り組み、成果を各校に還元します。 

教育現場における教科等の教育内容及びその指導に関する諸問題について校内研

究に取り組む学校を推薦研究校に指定し、その研究の推進を図ります。 

そして、推薦研究校は、授業研究や外部講師を招いた研究会等を積極的に市内の

学校に公開し、教員の資質向上に努めます。 

 

 ＜主な取組＞ 

 ・各校の実態や特色を生かした学力向上プランの推進（各校） 

・全国学力・学習状況調査の結果の分析と活用（教育指導課） 

 ・授業研究の充実（各校） 

・市推薦研究事業（各校、教育指導課） 

 

 

 

基本施策１－② 学習指導の充実 

 

 ○多文化理解教育と外国語教育の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世界の多様な文化を理解し、国際社会の一

員としてのグローバルな視野とコミュニケー

ション能力を育成するために、外国語指導助

手（ＡＬＴ）＊を配置し、ＡＬＴを活用した 

多文化理解教育や外国語教育の内容の充実を

図ります。 

小学校には、平成 32 年度の高学年の外国語

科・中学年の外国語活動全面実施に伴い、専門

知識を持った英語専科非常勤講師の配置を目

指します。学級（担当）職員の外国語指導力の 

向上を図り、児童が英語を使って主体的にコミュニケーション能力を育成すること

で、小学校外国語教育を推進します。また、伝統文化の学習に必要な教材や教具の整

備の推進、小中学校が連携して取り組める効果的な外国語学習に関する教材の開発

に努めます。      

 

外国語活動の様子 
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○個に応じたきめ細かい指導の充実を図ります。 

子どもの学力を向上させるため、少人数指導やチーム・ティーチング＊などの指導

体制をとり、児童生徒にきめ細かな指導を行います。 

教職員の配置は、国・県の定める教職員定数に沿って行いますが、小学校では少人

数指導スタッフを配置します。 

また、中学校では、国の定める教職員定数では対応が困難な教科の専門性を保つた

め、専門的な教科指導ができるよう、人員を配置します。 

 

＜主な取組＞ 

・外国語教育推進事業（教育指導課） 

・外国語教材等の作成（教育指導課） 

・少人数指導スタッフの配置（教育指導課） 

・免許教科外教科教員（中学校）の配置（教育指導課） 

・教科指導充実非常勤（中学校）の配置（教育指導課） 

 

 

 

＜関連施策＞ 

・読書活動の充実・・・基本施策２－④  

・情報教育の充実・・・基本施策４－④  

・共に学び共に育つための教育の推進・・・基本施策７－⑤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーム・ティーチングの様子（小学校） 

・ティーチングの様子 

授業の様子（中学校） 



  

24 

 

◆重点方針２ 豊かな心 

文化や芸術に触れ、本物に出会い、体験することで、多様な価値を認め、共

感できる心を育てます。 

 

・芸術文化に関するアウトリーチやワークショップ等での感動体験を通じて、創造力や表現力、

豊かな感性やコミュニケーション能力を養うとともに、新たな文化の担い手を育てます。 

・多様性を主体的に受け止め、異なる考えや価値観を尊重することができる心を養うなど、多文

化共生社会やグローバル化に対応できるひとを育てます。 

 

 

 

基本施策２－① 情操教育の充実 

 

○質の高い芸術や豊かな自然に触れる体験の充実を図ります。 

児童生徒が芸術文化に触れ、体験することで豊かな感性や感覚、表現力を育てます。 

「おだわらっ子ドリームシアター」＊や芸術家の小中学校訪問（学校へのアウトリ

ーチ事業）など、質の高い芸術・文化作品に触れ、体感する取組を推進します。 

また、市内小中学校音楽会や美術展等の児童生徒の豊かな感性を育てる行事や部活

動、豊かな自然に触れる集団宿泊体験を支援します。 

 

＜主な取組＞ 

 ・おだわらっ子ドリームシアターの開催（教育指導課） 

 ・小学校音楽会、中学校音楽会、中学校美術展の開催（各校、教育指導課） 

 ・自然観察会の開催（教育指導課） 

 ・宿泊体験学習の実施（各校） 

＜市長部局の関連事業＞ 

・文化創造活動担い手育成事業・・・【文化政策課】 

・指導者養成研修・派遣事業・・・【青少年課】 

 

 

 

 

 

 

 

学校へのアウトリーチ事業の様子 
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基本施策２－② 道徳教育の充実 

 

○特別の教科 道徳の教育活動の充実を図ります。 

小学校では平成 30 年度、中学校では平成 31 年度から、特別の教科 道徳が全面実

施となります。各校では、発達の段階に応じ答えが一つではない道徳的な課題を、一

人ひとりの児童生徒が自分自身の問題と捉え向き合える授業となるよう、「考える道

徳」「議論する道徳」へと質的転換を図ります。 

また、学校における道徳教育では、特別の教科 道徳を要として、各教科、外国語

活動、総合的な学習の時間や特別活動のそれぞれの特質に応じ、教育活動全体を通じ

て、意図的・計画的に道徳教育を推進します。その中で、児童生徒に思いやりの心や

規範意識、地域の中で夢を持って生きていく力などを育むため、積極的に外部指導者

の活用を図るとともに、社会、自然、環境、地域の中での体験活動を充実させます。 

 

＜主な取組＞ 

 ・道徳教育の充実（各校） 

 

 

 

基本施策２－③ 人権教育の充実 

 

○人権意識を高める教育活動の充実を図ります。 

「小田原市人権施策推進指針」を踏まえ、子どもたちの「自らを律しつつ、他者と

ともに協調し、他者を思いやる心」や「命や人権を尊重する心」の育成を目指し、人

権教育の推進を図ります。 

また、学校における人権教育では、各校ごとに人権教育推進計画を作成し、各教科

での授業をはじめ、総合的な学習の時間や特別活動など、教育活動全体を通じて行い

ます。 

 

○人権の啓発活動の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 児童生徒や保護者を対象に「人権教育移動

教室」＊を開催するなど、人権尊重の精神を 

育む取組を推進します。 

 また、人権教育の諸問題について、教職員

の資質と実践力の向上を図るとともに、児童

生徒への人権教育推進に役立てるために、 

「人権教育研修会」を開催します。 

 人権教育移動教室の様子 
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○いじめ防止のための対策を図ります。 

  いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、小田

原市いじめ防止基本方針に基づき、小田原市いじめ問題対策連絡会及び小田原市いじ

め防止対策調査会を設置しています。 

また、これらの組織により、いじめ防止対策に係る学校・地域の関係諸機関の情報

共有や協議等のほか、教育委員会におけるいじめ防止対策についての研究をするとと

もに、重大事態が発生した場合の調査などを行うこととしています。 

  さらに、小中学校においては、「学校いじめ防止基本方針」の下に、いじめの初期

段階から積極的に認知し、未然防止に取り組みます。 

 

＜主な取組＞ 

 ・人権教育の充実（各校） 

 ・人権教育移動教室の開催（教育指導課） 

・人権教育研修会の開催（教育指導課） 

 ・小田原市いじめ問題対策連絡会の開催（教育指導課） 

 ・小田原市いじめ防止対策調査会の開催（教育総務課） 

＜市長部局の関連事業＞ 

・平和事業（学校訪問講話会）の開催・・・【総務課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策２－④ 読書活動の充実 

 

○読書習慣の定着を図ります。 

「小田原市子ども読書活動推進計画」に基づき、学校・家庭・図書館等が連携し、

児童生徒の発達段階に応じた読書活動を推進します。学校司書や図書ボランティアと

平和事業（学校訪問講話会）の様子 
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連携した読み聞かせや朝読書、ブックトークなど図書の紹介等により、児童生徒の読

書に対する意欲と関心を高めます。 

 

 ○学校図書館の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

 ・学校司書や図書ボランティア、図書館との連携の推進（教育指導課、図書館） 

・学校司書の配置（教育指導課） 

 ・学校図書の整備（各校、教育総務課） 

＜市長部局の関連事業＞ 

・図書館学習イベント開催事業・・・【図書館】                 

・子どもの読書活動推進事業・・・【図書館】 

 

 

 

基本施策２－⑤ 児童生徒指導の充実 

 

 ○生徒指導体制の充実を図ります。 

生徒指導に関する専門的・実践的研修の実施等により教職員の指導力の向上を図り

ます。 

また、問題発生時には臨機応変に対応・指導をするほか、子どもの心に十分に寄り

添い、思いを受け止めながら、より良い学校生活について生徒が前向きに考えられる

ような支援をするため、必要に応じて中学校へ生徒指導員を派遣します。 

各校では、個々の教職員が計画的・組織的に役割を発揮し、生徒指導体制の充実を

図ります。 

 

より良い学校図書館を目指し、学校司書

を配置します。また、学校図書の充実を図り

ます。 

学校司書は、教職員や図書ボランティア

などと連携を図りながら、図書の紹介や学

習と関連させた図書の配置、蔵書の管理な

ど学校図書館環境の充実に努め、児童生徒

や教職員の授業支援、学習支援に取り組み

ます。 

 

学校図書館での様子 
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○関係諸機関との連携を図ります。 

児童生徒の「健全育成」「非行防止」「犯罪被害防止」を目的に、様々な問題の未然

防止や早期解決を図るため、学校と警察署、少年相談・保護センター、青少年相談セ

ンター、児童相談所などの関係諸機関と連携して、児童生徒の支援・指導をしていき

ます。 

 

＜主な取組＞ 

 ・生徒指導員の派遣（教育指導課） 

 ・学校警察連携制度の運用（各校、教育指導課） 

  

 

 

＜関連施策＞ 

・共に学び共に育つための教育の推進・・・基本施策７－⑤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒指導研修会の様子 関係機関との連携による防犯教室の様子 
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◆重点方針３ 健やかな体 

様々なスポーツ活動や食育を通じて、社会を生き抜く体づくりを行うととも

に、スポーツマンシップやフェアプレイの精神を学び、相手を尊重する心を養い

ます。 

 

・子どもから高齢者まで、スポーツに親しむことで、体力や運動能力の向上を目指すとともに、

活力ある地域社会をつくります。 

・豊かな自然を活かした野外学習等を通じて、勘（感）を培うとともに、体力の向上を図ります。 

・食は、健康で豊かな生活を送るための基本であることから、種まきから収穫までの体験も踏ま

えた食育等を通じ、社会を生き抜く体づくりに取り組みます。 

 

 

 

基本施策３－① 学校体育・部活動の充実 

 

 ○学校体育の充実を図ります。 

全小中学校で実施する新体力テストの効果的な実施や、小学校体育大会等の体育的

行事、日常における体育授業の充実等を図ります。 

また、大学等と連携した体力・運動能力向上指導員の派遣や、著名なアスリートの

小中学校派遣などを通して、児童生徒の体力・運動能力の向上を図ります。 

さらに、運動・スポーツへの興味関心の向上及び親しむ態度の育成を目指します。 

 

○部活動を支援します。 

  中学校の部活動においては、学校の実情に合わせ、より専門性を生かした指導がで 

きるよう、教職員の指導をサポートする地域指導者を派遣するとともに、部活動指導

員の配置を検討するなど、質的な向上に努めます。 

 また、生徒が自主的・自発的に参加できる部活動となるよう、顧問や指導者向けの

研修会の実施等、部活動の適正化を促す取組を進めます。 

 

＜主な取組＞ 

 ・新体力テストの実施（各校、教育指導課） 

 ・小学校体育大会の開催（各校、教育指導課） 

・部活動地域指導者＊の派遣（教育指導課） 

  

 



  

30 

 

基本施策３－② 食育の推進、学校給食の充実 

 

○学校給食の充実を図ります。 

地場産物を活用した献立や米飯給食の実施を継続し、栄養バランスのとれた魅力あ

る学校給食を目指します。 

また、郷土食や伝統料理などの食文化を継承した、小田原ならではの献立づくりを

推進します。 

さらに、学校給食に係る事務の透明性の向上や学校の事務負担の軽減等を考慮し、

給食費の公会計化の導入を進めます。 

 

○食に関する指導の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全・安心な学校給食を提供します。 

学校給食の一層の安全・安心を確保するため、学校給食用食材について、放射性物

質検査を実施します。 

また、衛生管理の徹底を図るため、給食室の施設・設備の適正な管理を行います。 

さらに、給食業務における事故防止及び衛生管理の徹底を図るため、給食調理員や

学校給食関係者を対象とした研修を充実します。 

 

＜主な取組＞ 

 ・地場産品の利用促進（学校安全課） 

・給食費公会計化の導入（学校安全課） 

・食育啓発事業の推進（学校安全課） 

・弁当の日の実施（各中学校、学校安全課、教育指導課） 

 ・学校給食用食材等の放射性物質検査の実施（学校安全課） 

・学校給食調理業務の委託化の推進（学校安全課） 

  

各校の食育年間指導計画をもとに、栄養教

諭＊や学校栄養職員＊の専門性を生かした、食

に関する授業の充実を図ります。 

また、食に対する意識を高める効果のある

「弁当の日」について、各中学校において引

き続き実施します。 

 さらに、料理教室、学校給食展などを開催 

し、成長期の子どもに望ましい食習慣を身に

付けることの大切さを啓発します。 
食に関する授業の様子 
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基本施策３－③ 学校保健の充実 

 

○健康管理体制の充実を図ります。 

日常の健康観察、定期健康診断を実施するとともに、早期発見・早期治療が特に必

要とされる腎疾患・心疾患・脊柱側わん症については、精密検査と専門医による判定

会を開催し、健康管理体制の充実に努めます。 

  また、子どもの基本的な生活習慣の確立に向けた保健指導に努めます。 

 

○保健教育を推進します。 

不確かな性情報の氾濫などにより、性に対する関心や性衝動の発現が早期化の傾向

にあるため、専門医や学校医、養護教諭等による性教育検討委員会において、学校現

場、医療現場の実際を踏まえた指導の在り方等について協議します。 

また、生徒、保護者を対象に医師や助産師などの専門職による講演会を開催し、性

に関する正しい知識や感染症に関する知識の普及を図り、他人への思いやりや命の大

切さを思う心を育みます。 

さらに、健全な身体づくりのため、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育、がん教育など

を推進するとともに、感染症やアレルギー疾患、メンタルヘルス、インターネット依

存など多様化・深刻化する児童生徒の現代的健康問題に対しては、家庭への講演会を

行うなど意識啓発を図ります。 

 

○口腔衛生の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

 ・定期健康診断事業（各校・園、学校安全課） 

 ・腎疾患・心疾患・脊柱側わん症の精密検査の実施と判定会の開催（学校安全課） 

 ・性教育講演会の開催（各中学校、学校安全課） 

 ・歯科保健事業の推進（各校、学校安全課） 

 ・よい歯の学校・図画ポスター・標語コンクールの開催（学校安全課、関係諸機関） 

う歯（むし歯）・歯肉炎等、歯科疾患対策の

一環として、全国小学生歯みがき大会への参

加や、歯科医師会と取り組む歯磨き指導など、

口腔衛生の向上に努めます。 

また、よい歯の学校・図画ポスター・標語

コンクールを開催するなど、歯科保健の意識

啓発を図ります。 

歯磨き指導の様子 
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◆重点方針４ 生活力 

子どもの育ちを社会の中で支え、地域のひとびととの様々な交流や体験を通

じて、子どもたちの生活力を育みます。 

 

・地域や様々な市民の協力を得て、交流や体験活動など、健やかでのびやかな根をしっかり張れ

るような教育環境づくりを進めます。 

・放課後子ども教室＊や地域活動等への参加を促し、体験プログラムや交流プログラム、地域づ

くり体験や職業体験等を通じ、子どもの育ちにつながる能動的な力や生活力を育みます。 

 

 

 

基本施策４－① 子育て支援の充実 

 

○就園前の幼児と保護者の交流を推進します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域住民との交流を推進します。 

  子どもの健やかな育ちにおける地域の役割はますます重要となっています。園児が

地域に出かけていくとともに、保護者や地域の方々にも積極的に幼稚園活動に参加し

ていただくことで、地域全体で取り組む教育環境づくりを進めていきます。 

 また、ボランティアを積極的に受け入れ、様々な人との交流や体験を通じて、子ど

もたちの生活力を育みます。 

 

 

 

 

核家族化の進展や近隣関係の希薄化により

子育てについて安心して相談できる人や場所

が減少しているため、未就園児を含む地域の保

護者の相談の場として幼稚園を活用します。 

また、園庭開放に合わせて子育てに関する相

談を受けるなど、地域の保護者とのコミュニケ

ーションを図ります。 

さらに、子どもたちのそれぞれの発達の段階

に応じた適切な保護者の関わりを促すなど、質

の高い支援を進めます。 

 

園庭開放の様子 
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○体験学習の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童に適切な遊びと生活の場を提供します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

 ・子育て広場支援事業（各園、教育指導課） 

 ・地域、スクールボランティアとの連携の推進（各校、教育指導課） 

・体験学習の充実（各校） 

・教育ファーム（教育指導課） 

・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）（教育総務課） 

＜市長部局の関連事業＞  

・指導者養成研修・派遣事業・・・【青少年課】 

 ・体験学習事業・・・【青少年課】 

 

 

 

 

学校農園などを活用した栽培活動や収穫

体験等を通して、収穫の喜びや食べ物に対

する感謝の心を育むとともに、地域の方々

の協力や教育ファーム＊等の積極的な導入

により、生産者の知恵と工夫を学び、生産

の苦労や喜び、地域の良さや自然の持つ力

への気付きを育む取組を推進します。 

稲刈り体験の様子 

価値観の多様化や、社会環境・経済環境の

変化に伴う共働きの就労世帯の増加等によ

り、放課後の児童の安全な居場所が必要とな

っています。 

また、就労以外にも、就学、出産、長期の

疾病、親族の介護等の事情により、家庭にお

いて放課後の適切な見守りができない場合が

あります。 

こうした児童を対象にした安全・安心な生

活や遊びの場として放課後児童クラブ＊を運

営します。 

 

放課後児童クラブの様子 
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基本施策４－② キャリア教育＊の充実 

 

○職業観や勤労観を養う教育活動の充実を図ります。 

未来を創る子どもたちが、現在や将来の生き方を考え行動する態度や能力と、望ま

しい職業観や勤労観を備えた社会人、職業人として自立できる資質や能力を育成する

ために、各校で取り組む職業体験などのキャリア教育を支援します。 

 

 ○地域人材・企業・大学との連携を図ります。 

地域産業界や大学等と連携・協力を図り、多くの児童生徒がその知見に触れ、実務

を体験する機会を持てるように、各校の取組を支援します。 

 

＜主な取組＞ 

 ・小中学校が連携したキャリア教育の推進（各校） 

 ・地域企業・産業・大学との連携の推進（各校、関係諸機関） 

 ・地域、スクールボランティアとの連携の推進（各校、教育指導課）（再掲） 

 

 

 基本施策４－③ 環境教育の充実 

 

○環境問題への理解を深めます。 

「小田原市環境基本計画」を踏まえ、地域の実態や児童生徒の発達の段階に応じて、

各教科や領域など、学校の教育活動全体を通して、本市の特性を十分に活用し、環

境問題への理解を深める学習を推進します。 

また、児童生徒が生涯を通して、単に知識を習得するだけでなく、省資源・省エ

ネルギーなど、環境を守るための具体的な行動に取り組むことができるよう、関係

諸団体や行政機関等が連携した学習機会の提供をします。 

 

○環境保全活動の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

学校現場での生ごみ堆肥化を推進し、花

壇や学校農園で活用するとともに、夏の暑

さ対策としてのグリーンカーテンづくり

等、身近な環境改善に努めます。 

また、菜の花栽培から菜種油を作ること

や、それらの廃食用油を軽油の代替燃料に

すること、間伐体験やその材の利用などを

通して、資源の循環や森・里・川・海の連

環について考える機会を提供します。 菜の花脱穀作業の様子 



  

35 

 

さらに、地域清掃、エコキャップ回収等のリサイクル活動など、実践的な環境保全

活動に取り組み、児童生徒が環境を守ろうとする意欲や実践的な態度を育てます。 

 

＜主な取組＞ 

 ・地域、諸機関と連携した環境教育、環境保全活動の推進（各校、関係諸機関） 

＜市長部局の関連事業＞ 

 ・おだわらっこ☆エコアワード・・・【環境政策課】 

 

 

 

基本施策４－④ 情報教育の充実 

 

 ○情報活用能力を育成します。 

将来の予測が難しい社会においては、情報や情報技術を受け身で捉えるのではなく、

手段として活用していく力が求められます。アクティブ・ラーニングの視点に立った

様々な教科の学習活動において、ＩＣＴ機器を効果的に活用した学習を実践する中で、

情報機器や情報技術を主体的に使いこなす力を育成します。 

一方、社会の急速な情報化の進展に伴い、ソーシャル・ネットワーキング・サービ

スが普及し、これらの利用を巡るトラブルなども増大しています。児童生徒に正しい

情報の扱いや情報を扱うことへの責任など情報モラル教育を推進していくことは必

要不可欠であり、学校だけでなく、家庭や地域と連携して推進します。 

また、児童生徒だけでなく、教職員の情報活用能力の向上のため情報教育研修を充

実します。 

 

 ○プログラミング教育を推進します。 

  各校では、各教科等の特質に応じて、自分が意図した処理をコンピュータに行わせ

るよう指示する体験や、そのためにどのような命令の組合せが必要であるかなどを考

えることを通して、児童生徒の「プログラミング的思考力」を育成します。 

 

＜主な取組＞ 

 ・携帯電話・インターネットに関する安全・安心教室（各校、関係諸機関） 

 ・家庭への啓発活動（各校、教育指導課） 

・情報教育研修会の開催（教育指導課） 
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基本施策４－⑤ 防災教育の充実 

 

 ○発達の段階に応じた防災教育の充実を図ります。 

児童生徒へ市独自の防災教育用パンフレットを配布するほか、各校・園の防災計画

や避難訓練がより実効的なものとなるよう、学校防災アドバイザーを派遣します。 

また、各校では、地震、火災、津波、風水害など、災害時の判断力や行動力を児童

生徒の発達の段階に応じて育むため、防災教育の充実を図ります。 

さらに、地域の実情に応じた災害発生時の行動や心構えなど、地域と協調した実践

的な指導を行います。 

 

＜主な取組＞ 

 ・防災教育パンフレットの活用（教育指導課） 

・防災教育、避難訓練の内容の改善・充実（各校、防災対策課） 

  

 

 

基本施策４－⑥ 安全教育の充実 

 

 ○安全・防犯教育の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

 ・安全教育研修会の開催（教育指導課） 

＜市長部局の関連事業＞ 

・交通安全教室の開催・・・【地域安全課】 

  

 

＜関連施策＞ 

・子どもの居場所づくりの推進・・・基本施策８－③ 

学校生活や登下校時、学校行事等において、

安全に行動するための適切な態度や行動がと

れる児童生徒を育成する取組を充実します。 

また、安全教育研修会の開催等により教職

員の意識の向上を図り、児童生徒の安全確保

に努めるとともに、交通安全教室の開催等に

より学校関係者や保護者、児童生徒に対して

交通安全に対する意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

交通安全教室の様子 
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◆重点方針５ 家庭教育 

家庭教育は、教育の土台となる生活力を養います。地域と連携しながら家庭教

育への支援を行います。 

 

・家庭における教育は、すべての教育の基礎となる生活習慣や食習慣、規範意識、基礎体力等の

育成につながるものであることから、その力を高めることが求められています。 

・家庭教育の重要性を見直し、おだわらっ子の約束の普及啓発をさらに進めるとともに、核家族

化等により孤立しがちな子育て環境に広がりを持つことができるよう、地域等と連携しなが

ら、家庭教育への支援を行います。 

 

 

 

基本施策５－① 家庭教育への支援 

 

 ○家庭の教育力向上に向けた支援に努めます。 

  学校・家庭・地域それぞれの責任と役割において、互いに連携・協力して社会全体

で子どもたちの健やかな成長を育むために、家庭や地域の教育力の向上に努めます。 

特に、子ども一人ひとりが基本的な生活習慣を身に付けていくことや、子どもの自

己肯定感や豊かな情操、知的好奇心を育むことなどを家庭の役割と捉え、市長部局と

連携して保護者や教職員を対象とした研修会を開催し、啓発に努めます。 

 

＜主な取組＞ 

・家庭の教育力向上に向けた取組（各校） 

＜市長部局の関連事業＞ 

・ＰＴＡ研修事業・・・【生涯学習課】 

・家庭教育学級事業・・・【生涯学習課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
家庭教育講演会の様子 




